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令和５年度私立幼稚園等地域開放推進費補助事業に係る  

事業計画について（照会）  

  

日 頃 か ら、 幼 児 教育 の 振 興に ご 尽 力を 賜 り 厚く お 礼 申し 上 げ ます 。  

さ て 、標 記 事業 に つい て 、私 立 幼稚 園 等地 域 開 放推 進 費 補助 金 交 付要 綱 等が

定 め る 条件（ 別 表記 載 の 実施 回 数 等）を 満 た す 学 校 法人 立 の 幼稚 園（ 予定 園含

む ）及 び 認定 こ ども 園 に 対し て 、補助 を 予 定し て お りま す 。同 事業 の 実施 を計

画 し て いる 園 は、交 付 要 綱第 ６ 条 に基 づ き「 令 和５ 年度 私 立 幼稚 園 等 地域 開 放

推 進 費 補助 事 業 計画 書 （ 第１ 号 様 式） 」 等 関係 書 類 をご 提 出 くだ さ い 。  

なお、平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度が施行されたことに伴い、新

制度移行園は原則、本補助金の補助対象外ですが、条件を満たす場合に限り、補助

の対象とします。つきましては、新制度移行園で本補助金の交付を希望される場合

には、「１  補助対象園」にて補助条件をご確認のうえ、「補助条件確認書」を計画

書に添えてご提出ください。  

 

１  補助対象園 (○：補助対象  ×：補助対象外  △：条件を満たす場合は補助対象 ) 

 

 

 

 

 

 

※１  平成 26 年度に本補助金の交付実績があり（幼稚園から移行した幼保連携型

認定こども園においては、移行前の幼稚園が交付を受けており）、今年度、

市町村から「地域子育て支援拠点事業」の委託又は補助を受けていない場合

は補助対象とする（ただし、市町村が実施していない又は市町村の実施要件

を満たせない場合に限る）。  

※２  市町村から「地域子育て支援拠点事業」の委託又は補助を受けている場合

は補助対象外とする。  

 

（参考）「地域子育て支援拠点事業」とは、子ども・子育て支援法第 59 条第９

号にて規定する事業で、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設

し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。  

 

 （裏面もご確認ください） 

類型  原則  例外  

幼保連携型認定こども園（施設型給付）  × 

△※１  

幼稚園  

幼稚園型認定こども園（施設型給付）  × 

幼稚園 (施設型給付 ) × 

幼稚園 (私学助成 ) ○  ×※２  



２  補助単価  

１園あたり  60 万円以内  

認定こども園加算  １園あたり  20 万円以内  

地域開放推進費補助事業を実施する認定こども園で、かつ「子育て相談・教

育相談事業」を実施し、その実施回数が「神奈川県認定こども園の要件に関す

る取扱基準」又は「幼保連携型認定こども園の設置認可に係る取扱基準」で規

定する「第１号に掲げる事業」又は「第２号に掲げる事業」の実施回数を満た

す園に加算する。  

 

３  提出書類  (各１部  ※控えを園に保管してください ) 

（１）令和５年度私立幼稚園等地域開放推進費補助事業計画書（第１号様式）  

（２）地域開放推進費補助事業計画書（別紙）※１つの事業につき１枚必要  

（３）補助条件確認書  ※施設型給付園、認定こども園のみ提出  

 

４  提出期限  令和５年 10 月２日 (月 ) 郵送必着  

 ※提出期限までに提出がない場合は、計画がないものとさせていただきます。  

  ※期限前でも随時受け付けます。書類が整い次第提出してください。  

 

５  提出先   

〒 231-8588（住所省略可）  

神奈川県  私学振興課助成グループ  永見、澤田宛  

 

６  留意事項  

○交付要綱及び提出書類の様式は県ホームページからダウンロード可能です。  

【掲載ページ】  

神奈川県トップページ  > 分類からさがす  > 教育・文化・スポーツ  >  

教育  > 私立学校  > 私立学校向け補助金関係のお知らせ  > 令和５年度

私立幼稚園等地域開放推進補助事業に係る事業計画の照会について  

 ○本通知は学校法人住所宛に送付しております。複数園にて計画を予定している

場合は、学校ごとに作成のうえご提出ください。  

 ○補助金の交付を希望される場合は、実績報告の際に事業実施の日程や事業内容

が確認できる案内状やポスターを提出していただくため、あらかじめご用意く

ださい。（今回の事業照会では提出の必要はございません）  

 ○新型コロナウイルス感染症に関する留意事項は、別紙２をご覧ください。  

 〇今年度より、補助金の支払いは交付決定後に概算にて交付いたします。  

 

 

問合せ先  

助成グループ  永見、澤田  

電  話  045-210-1111（内線 3773）  

ＦＡＸ  045-210-8839 

E-mail jyosei.yochien@pref.kanagawa.lg.jp 


